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人員課題改善へ大幅な職員定数増を
事業量増・働き方改革・技術継承などに対応できる体制を
｢小一の壁｣解消 ｢独自の休暇制度｣早期実現を

の解消に向けて「独自の休暇制度の創設」の早期実施を図

ること。代替職員の配置については、特に、専門職種の代

替職員の確保については、課題が多いことから抜本的な対

策を講じること。

〇育児や家族の看護・介護の必要な職員、また通院中の職員

に対して人事異動も含めて個々の事情を最大限配慮するこ

と。

〇昇任において、職員が仕事に誇りとやりがいをもつことが

できるよう、公平・公正・透明な人事管理を確立すること。

また、昇任基準としては、経験年数等を基本にし、職種、

学歴、採用区分等による昇任格差が生じないよう積極的な

対応を図ること。

〇異動内示は、１ヶ月前を基本に早めること。

３．真の働き方改革の要求

〇働き方改革や超過勤務の縮減に関わって、職員の命と健康

にかかわる重要な問題と受け止め、人員増による適正配置

を基本に抜本的な対策を講じること。

〇超過勤務命令の上限時間設定について、①他律的部署の所

属が大半を占めること、②上限遵守のための取組において

具体の対応策が準備されていないこと、③縮減が半ば圧力

的に進められていることなどの課題が見受けられる。実態

を把握して必要な措置を講じること。

４．人事評価制度への要求

〇人事評価制度について、、組合からの指摘に応えて見直し

協議を行うこと。当面、評価の固定化の状況と評価者によ

る評価の偏りの傾向について、関連するデータを示すこと。

自治労県職は１２月１１日、「人員・人事・組

織に関する要求書」を提出しました。ここ数年

職員定数の増はあったものの、依然として職場

実態は厳しく、事業量増等の課題に対応するに

は継続した定数増・大幅な人員増が求められま

す。さらには、真の働き方改革、公平公正な人

事、昇任格差の是正などを要求しています。１２月２３日および１月９

日に人事課長・総務部長交渉を行います。積極的な参加を。

｢人員･人事･組織｣交渉の日程

人事課長交渉: １２月２３日(月) 10時30分から12時00分
総務部長交渉: １月 ９日(木) 15時00分から16時00分

人事相談ヒアリングを実施します
＝希望･要望､悩み等個別課題で巡回相談＝
｢人事希望調書｣は至急提出下さい

１２月１３日（金）今津 支部管内 １２月２５日（水） 水口 支部管内

１２月１６日（月）八日市支部管内 １２月２６日（木） 草津 支部管内

１２月１９日（木）長浜 支部管内 １月 ７日（火） 大津 支部管内

１２月２０日（金）彦根 支部管内 １月 ８日（水） 大津 支部管内
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自治労県職では、組合員の仕事や人事に関わっての個別の希望や要望、悩み等について、役員によ

る巡回人事相談ヒアリング）を行います。支部訪問は下記のとおりとし、個別面談しますのでご協力

をお願いします。当日の都合がつかない場合は別途調整しますので書記局へご連絡下さい。個別課題

の有無に拘わらず面談しますので、「人事希望調書」は全組合員記入の上、至急に提出をお願いしま

す。※人事評価結果の記入欄もありますので忘れずにお願いします。

主な要求項目(抜粋)
１．組織機構および人員に関する要求

〇県民ニーズに応えつつ、真の働き方改革につながる職員の適正

な労働環境を保障していくために、必要にして十分な職員数を

確保すること。 そのために大幅な職員定数の増を図ること。

２．人事異動や昇任に関する要求

〇職員がやりがいをもって仕事を進められる明るい職場作りを基

本に、公平・公正な人事異動に十分配慮すること。異動にあた

っては、本人の希望、健康状態、通勤実態などを十分考慮する

こと。

〇子育て・介護に関わる両立支援策について、すべての職場で完

全に取得できるよう、条件整備を図ること。特に「小１の壁」
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